
平成２０年７月１５日

件 平成１９年度山梨県公営企業会計（病院事業会計）決算概要について（報告）
名

経 １ 山梨県営病院事業会計の平成１９年度決算を調製し、５月３０日に知事に
提出した （地方公営企業法第３０条）。
２ 監査委員への概況説明は、平成２０年７月２３日に行う。

緯 ３ 決算は、監査委員の審査を受けた後、９月定例県議会に提出する。

１ 収益的収支

総収入 17,154,581千円 対前年度比 54,711千円減（ 0.3％減）
総支出 18,700,099千円 対前年度比 341,160千円減（ 1.8％減）
収支差 1,545,518千円 対前年度比 286,449千円減（ 赤字額の減 ）△

平成19年度末累積欠損金 13,638,392千円

内 ２ 患者数及び病床利用率

(1)中央病院
入院患者数 １９７，５８８人 対前年度比 ５ ５６１人増 2.9%)， （＋
病床利用率 ７８．１％ 前年度 ７６．１％（ 2.0P)＋
一 般 病 床 ７９．１％ 前年度 ７８．１％（ 1.0P)＋
結 核 病 床 ５３．４％ 前年度 １７．３％(36.1P)＋
感染症病床 ０．０％ 前年度 ０．０％(±0.0P)
外来患者数 ２６０，９２６人 対前年度比 ６ ４７１人増 2.5%)， （＋

(2)北病院
， （ ）入院患者数 ６６，３１８人 対前年度比△５ ２０３人減 7.8%△

． （ ）病床利用率 ９０．６％ 前年度 ８５ ２％ 5.4P＋
外来患者数 ５９，２３７人 対前年度比 △２９２人減 (0.5%)△

容
３ 施設整備等
(1)中央病院
三次救急の診療体制を保つとともに、平成19年4月から、甲府中巨摩地区病院
群輪番制（二次救急輪番制）に参加し、地域医療の要請に応えている。また、
平成20年1月には、平成18年度から構築を進めている電子カルテシステムを中核
とする新病院情報システムが稼動したことにより、全ての診療情報が一元化さ
れ、より精度の高い医療の提供体制を整えている。
施設整備については、サーバー室を中心とする医療情報部門や院内ネット

ワークの改修を行うとともにサーバー機器や端末機等を最新の機器に更新する
など、新病院情報システムの稼動に必要な環境を整備した。

(2)北病院
平成16年度から実施している急性期治療専用病棟及び作業療法専用棟の整備

など機能強化を目的とした工事が平成18年度末に完了し、急性期患者に対し短
期に集中的な治療を施すなど、社会復帰機能の拡充を図っている。
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